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(57)【要約】
【課題】居室空間や建築構造に対する制限を緩和し、風
の道を確保するとともに、風環境を改善することができ
る建物を提供する。
【解決手段】多層階の建物１は、平面視において多角形
の外形を有し、所定の方向から風Ｗを受ける。建物１は
、多角形の各辺に対応する複数の側壁部２と、多角形の
各頂点に対応する複数の角部３とを備え、複数の角部３
は、風上側角部３０と、風下側角部３１と、風上側角部
３０及び風下側角部３１を除く角部３に対して建物１の
高さ方向に隅切りした隅切り角部３２Ａ、３Ｂとを含む
。また、建物１は、建物１の外周方向に沿って側壁部２
及び角部３に対して凸状に延設された複数の整風部５を
備え、複数の整風部５は、建物１の高さ方向に所定の間
隔で並設されている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面視において多角形の外形を有し、所定の方向から風を受ける多層階の建物であって
、
　前記多角形の各辺に対応する複数の側壁部と、
　前記多角形の各頂点に対応する複数の角部と、を備え、
　前記複数の角部は、
　　前記風の風上側に配置された風上側角部と、
　　前記風の風下側に配置された風下側角部と、
　　前記風上側角部及び前記風下側角部を除く前記角部に対して前記建物の高さ方向に隅
切りした隅切り角部と、を含む、
ことを特徴とする建物。
【請求項２】
　前記側壁部及び前記角部に対して前記建物の外周方向に沿って凸状に延設された複数の
整風部を備え、
　前記複数の整風部は、前記建物の高さ方向に所定の間隔で並設された、
ことを特徴とする請求項１に記載の建物。
【請求項３】
　前記角部に延設された前記整風部の前記角部に対する段差は、前記側壁部に延設された
前記整風部の前記側壁部に対する段差よりも大きい、
ことを特徴とする請求項２に記載の建物。
【請求項４】
　前記整風部は、前記建物の外周方向に垂直な断面形状として、方形状の断面形状を有す
る、
ことを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の建物。
【請求項５】
　前記整風部は、前記整風部の下面に形成された水切り部を備える、
ことを特徴とする請求項２乃至請求項４のいずれか一項に記載の建物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平面視において多角形の外形を有し、所定の方向から風を受ける多層階の建
物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、都市化の進展に伴って、都市部では、ヒートアイランド現象が顕著になっている
。ヒートアイランド現象を緩和するための対策の１つとして、例えば、海岸沿いの都市部
では、海から内陸に吹き込む海風の流れを建物で遮らないように、いわゆる、風の道を確
保することが重要である。また、都市部では、高層建築物が密集することにより、ビル風
と呼ばれる突風が発生しやすく、風環境（風害）の改善が求められている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ビル風の発生を抑制し、風通しを良くするために、吹抜け空
間を有するブロックを井桁状に積み上げることによって建物の構造体を構成する高層建築
物が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－１７３４７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかし、特許文献１に開示された高層建築物は、吹抜け空間の内側に風を流すため、吹
抜け空間を居室空間として利用できず、居室空間が制限される、という問題点があった。
また、特許文献１に開示された高層建築物は、ブロックを積み上げることで建物の構造体
を構成するものであるため、他の建築構造に適用することが難しく、建築構造が制限され
る、という問題点があった。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を解決するために、居室空間や建築構造に対する制限を緩和し、
風の道を確保するとともに、風環境を改善することができる建物を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するものであって、本発明の一実施形態に係る建物は、
　平面視において多角形の外形を有し、所定の方向から風を受ける多層階の建物であって
、
　前記多角形の各辺に対応する複数の側壁部と、
　前記多角形の各頂点に対応する複数の角部と、を備え、
　前記複数の角部は、
　　前記風の風上側に配置された風上側角部と、
　　前記風の風下側に配置された風下側角部と、
　　前記風上側角部及び前記風下側角部を除く前記角部に対して前記建物の高さ方向に隅
切りした隅切り角部と、を含む、ことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の一実施形態に係る建物は、
　前記側壁部及び前記角部に対して前記建物の外周方向に沿って凸状に延設された複数の
整風部を備え、
　前記複数の整風部は、前記建物の高さ方向に所定の間隔で並設された、ことを特徴とす
る。
【０００９】
　また、本発明の一実施形態に係る建物は、
　前記角部に延設された前記整風部の前記角部に対する段差は、前記側壁部に延設された
前記整風部の前記側壁部に対する段差よりも大きい、ことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の一実施形態に係る建物は、
　前記整風部は、前記建物の外周方向に垂直な断面形状として、方形状の断面形状を有す
る、ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の一実施形態に係る建物は、
　前記整風部は、前記整風部の下面に形成された水切り部を備える、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一実施形態に係る建物によれば、複数の角部は、風上側角部と、風下側角部と
、風上側角部及び風下側角部を除く角部に対して建物の高さ方向に隅切りした隅切り角部
と、を含む。そのため、建物が、所定の方向から風を受けると、その風は、風上側角部に
よって２方向の風に分流され、その分流された風が、側壁部に沿って隅切り角部及び風下
側角部の順にそれぞれ通過して、建物１の風下側で合流する。このとき、隅切り角部は、
建物の高さ方向に隅切りされているため、風が隅切り角部から乖離しにくくなるので、風
が隅切り角部を通過するときの空気抵抗が低減される。また、建物が上記のような複数の
角部を備えるようにするために、建物の居室空間や建築構造が大きく制限されることもな
い。したがって、建物は、居室空間や建築構造を大きく制限することなく、上記のような
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複数の角部を備えることで、建物が平面視において流線形の形状とみなすことができるの
で、居室空間や建築構造に対する制限を緩和し、風の道を確保するとともに、風環境を改
善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る建物１を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る建物１を示す縦断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る建物１を示すＡ－Ａ線断面図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る整風部５を示し、（ａ）は第１の実施例、（ｂ
）は第２の実施例、（ｃ）は第３の実施例、（ｄ）は第４の実施例を示すＢ部拡大断面図
である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る建物１を示し、（ａ）は第１の実施例、（ｂ）
は第２の実施例を示すＡ－Ａ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための形態について添付図面を参照しつつ説明する。
【００１５】
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る建物１を示す斜視図である。図２は、本発明
の第１の実施の形態に係る建物１を示す縦断面図である。図３は、本発明の第１の実施の
形態に係る建物１を示すＡ－Ａ線断面図である。
【００１６】
　建物１は、複数の階層を有する多層階の建物であって、例えば、タワーマンション等の
集合住宅、オフィスビル、ホテル、商業施設ビル等の用途で使用される。また、建物１は
、例えば、鉄筋コンクリート造、鉄骨造や、鉄骨鉄筋コンクリート造、プレキャストコン
クリート造等の建築構造が採用される。
【００１７】
　建物１は、所定の方向から風Ｗを受ける。「所定の方向」とは、建物１が建築される敷
地において、風Ｗが吹く時間帯が長い又は頻度が高い風向、すなわち、主風向を示すもの
である。例えば、建物１が、南側に海が位置する海岸沿いの敷地に建築されている場合に
は、建物１は、海から吹き寄せる南風を受ける時間帯が長い又は頻度が高いことから、所
定の方向としては、「南」が相当する。このとき、建物１は、所定の方向として南から風
Ｗを受けるものであるが、南以外の方向から風を全く受けないことを示すものではない。
【００１８】
　建物１は、平面視において多角形の外形を有し、多角形の各辺に対応する複数の側壁部
２と、角形の各頂点に対応する複数の角部３と、側壁部２の内部を各階に仕切る複数の床
部４と、を備える。
【００１９】
　なお、図１は、建物１の外形の形状を示すものであり、その他の構成要素（例えば、窓
、バルコニー等）の詳細は省略している。また、図２及び図３では、側壁部２、角部３及
び床部４の断面を示すものであり、その他の構成要素（例えば、窓、バルコニー、鉄骨、
鉄筋、間仕切壁、柱、梁、階段、エレベータ等）の詳細は省略している。
【００２０】
　側壁部２及び角部３は、例えば、コンクリート壁や、ＡＬＣ板、タイル等の外壁材で構
成されている。
【００２１】
　複数の角部３は、風Ｗの風上側に配置された風上側角部３０と、風Ｗの風下側に配置さ
れた風下側角部３１と、風上側角部３０及び風下側角部３１を除く角部３に対して建物１
の高さ方向に隅切りした隅切り角部３２Ａ、３２Ｂと、を含む。
【００２２】
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　ここで、「多角形」とは、すべての内角が１８０度未満である凸多角形である。本実施
の形態では、多角形の一例として、正方形の場合について説明する。したがって、側壁部
２は、正方形の４辺に対応するものである。また、複数の角部３は、正方形の４つの各頂
点に対応するものであるから、建物１は、４つの角部３を備え、４つの角部３は、風上側
角部３０と、風下側角部３１と、２つの隅切り角部３２Ａ、３２Ｂと、を含む。
【００２３】
　隅切り角部３２Ａ、３２Ｂは、直角二等辺三角形の形状で隅切りしたものである。なお
、隅切り角部３２Ａ、３２Ｂは、直角部分を挟む二辺の長さが異なる直角三角形の形状で
隅切りしてもよい。
【００２４】
　また、建物１は、側壁部２及び角部３に対して建物１の外周方向に沿って凸状に延設さ
れた複数の整風部５を備える。複数の整風部５は、建物１の高さ方向に所定の間隔Ｈ１で
並設される。
【００２５】
　本実施の形態では、複数の整風部５は、図１及び図２に示すように、各階に１つずつ設
けられおり、所定の間隔Ｈ１として、階高に相当する間隔で並設される。なお、各階に複
数の整風部５を設けてもよいし、複数階に１つの整風部５を設けてもよい。また、建物１
の高さ方向に応じて、所定の間隔Ｈ１を変化させてもよく、高層階における間隔を、低層
階における間隔よりも広くしてもよいし、その反対に狭くしてもよい。
【００２６】
　整風部５は、建物１の外周方向に沿って凸状に延設されており、その凸状部分は、側壁
部２に対して段差をなすものである。本実施の形態では、図３に示すように、角部３に延
設された整風部５の角部３に対する段差Ｌ１は、側壁部２に延設された整風部５の側壁部
２に対する段差Ｌ２と等しくなっている。したがって、整風部５は、凸状部分の段差が建
物１の外周方向に沿って一定（（Ｌ１＝Ｌ２））になるように、延設されている。
【００２７】
　本実施の形態では、整風部５の段差Ｌ１、Ｌ２は、例えば、１００ｍｍとし、高さＨ２
は、例えば、１００ｍｍとしたが、これらの寸法は適宜変更してもよい。また、建物１の
高さ方向に応じて、整風部５の段差Ｌ１、Ｌ２及び高さＨ２を変化させてもよく、高層階
における整風部５の段差Ｌ１、Ｌ２及び高さＨ２を、低層階における整風部５の段差Ｌ１
、Ｌ２及び高さＨ２よりも大きくしてもよいし、その反対に小さくしてもよい。
【００２８】
　整風部５は、側壁部２及び角部３を構成するコンクリート壁や外壁材に一体的に形成さ
れている。なお、整風部５は、側壁部２及び角部３とは別体の部材で形成し、側壁部２及
び角部３に取り付けるようにしてもよい。
【００２９】
　図４は、本発明の第１の実施の形態に係る整風部５を示し、（ａ）は第１の実施例、（
ｂ）は第２の実施例、（ｃ）は第３の実施例、（ｄ）は第４の実施例を示すＢ部拡大断面
図である。
【００３０】
　整風部５は、建物１の外周方向に沿って凸状に延設されており、建物１の外周方向に垂
直な断面形状として、図４（ａ）に示す第１の実施例のように、方形状の断面形状を有す
る。すなわち、整風部５は、凸状を構成する上面５０、側面５１及び下面５２を備え、上
面５０及び下面５２が水平方向に配置されるとともに、側面５１が鉛直方向（高さ方向）
に配置される。また、整風部５は、下面５２に形成された水切り部５３を備える。
【００３１】
　整風部５は、方形状の断面形状に代えて、図４（ｂ）、（ｃ）及ぶ（ｄ）に示すように
、台形状の断面形状を有するものでもよい。
【００３２】
　図４（ｂ）に示す第２の実施例の整風部５では、上面５０が水平方向に配置され、下面
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５２が水平方向に対して側壁部２から離れるほど上方に向かう斜め上方向に配置され、側
面５１が鉛直方向に配置される。
【００３３】
　図４（ｃ）に示す第３の実施例の整風部５では、上面５０が水平方向に対して側壁部２
から離れるほど下方に向かう斜め下方向に配置され、下面５２が水平方向に配置され、側
面５１が鉛直方向に配置される。
【００３４】
　図４（ｄ）に示す第４の実施例の整風部５では、上面５０が水平方向に対して側壁部２
から離れるほど下方に向かう斜め下方向に配置され、下面５２が水平方向に対して側壁部
２から離れるほど上方に向かう斜め上方向に配置され、側面５１が鉛直方向に配置される
。
【００３５】
　なお、整風部５の断面形状は、上記実施例に限定されず、側面５１を鉛直方向に対して
斜め方向に配置してもよいし、上面５０、側面５１及び下面５２の少なくともいずれか一
面を曲線状に配置してもよい。
【００３６】
（シミュレーションによる評価）
　次に、建物１の性能を評価するためにシミュレーションを行った。以下、シミュレーシ
ョンの条件及び結果について説明する。
【００３７】
　評価対象となる建物１は、外形が４４．２ｍ×３４．４ｍの長方形、高さが１１７．６
５ｍであり、地上３２階建てで３１個の整風部５を各階に１つずつ並設するものとした。
また、風の流入条件としては、地上４４ｍで５．１ｍ／ｓをべき乗則（地表面粗度区分Ｉ
Ｖ）により、地上５０ｍ高さの風速に換算するものとした。
【００３８】
　また、評価方法としては、建物１の風下側に位置する後背地評価エリアを、幅が敷地幅
の１倍、奥行きが建物１の高さの２倍のエリアとしたときに、当該後背地評価エリアの面
積に対して、風速が１．５ｍ／ｓ以上となるエリアの面積の比率（％）を計算することに
より評価した。
【００３９】
　シミュレーションの評価結果として、
（１）隅切り角部３２Ａ、３２Ｂが「無し」、整風部５が「無し」の場合には、７４．５
％、
（２）隅切り角部３２Ａ、３２Ｂが「有り」、整風部５が「無し」の場合には、７７．６
％、
（３）隅切り角部３２Ａ、３２Ｂが「有り」、整風部５が「有り」の場合には、７８．９
％、
であった。
【００４０】
　したがって、上記（１）と（２）とを比較すると、建物１が、隅切り角部３２Ａ、３２
Ｂを備えることにより、建物１の風下側に位置する後背地評価エリアにおいて、風速が１
．５ｍ／ｓ以上となるエリアの面積が、３．１％増加することが分かった。
【００４１】
　また、上記（１）と（３）とを比較すると、建物１が、隅切り角部３２Ａ、３２Ｂと、
整風部５とを備えることにより、建物１の風下側に位置する後背地評価エリアにおいて、
風速が１．５ｍ／ｓ以上となるエリアの面積が、４．４％増加することが分かった。さら
に、上記（２）と（３）とを比較すると、建物１が、隅切り角部３２Ａ、３２Ｂだけでな
く、整風部５をさらに備えることにより、建物１の風下側に位置する後背地評価エリアに
おいて、風速が１．５ｍ／ｓ以上となるエリアの面積が、１．３％増加することが分かっ
た。
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【００４２】
（第２の実施の形態）
　第１の実施の形態では、図３に示すように、整風部５の凸状部分の段差が、側壁部２及
び角部３に対して建物１の外周方向に沿って一定（Ｌ１＝Ｌ２）であるものとして説明し
たが、第２の実施の形態では、整風部５の凸状部分の段差が、側壁部２と角部３との間で
異なるものとした。第２の実施の形態のその他の構成は、第１の実施の形態と同様とした
ため、説明を省略する。
【００４３】
　図５は、本発明の第２の実施の形態に係る建物１を示し、（ａ）は第１の実施例、（ｂ
）は第２の実施例を示すＡ－Ａ線断面図である。
【００４４】
　図５（ａ）に示す第１の実施例では、２つの隅切り角部３２Ａ、３２Ｂに延設された整
風部５の２つの隅切り角部３２Ａ、３２Ｂに対する段差Ｌ３は、側壁部２に延設された整
風部５の側壁部２に対する段差Ｌ５よりも大きくなっている。また、風上側角部３０及び
風下側角部３１に延設された整風部５の風上側角部３０及び風下側角部３１に対する段差
Ｌ４は、側壁部２に延設された整風部５の側壁部２に対する段差Ｌ５よりも大きくなって
いる。
【００４５】
　本実施の形態では、整風部５の２つの隅切り角部３２Ａ、３２Ｂに対する段差Ｌ３、及
び、整風部５の風上側角部３０及び風下側角部３１に対する段差Ｌ４は、例えば、５００
ｍｍとし、整風部５の側壁部２に対する段差Ｌ５は、例えば、１００ｍｍとしたが、これ
らの寸法は適宜変更してもよい。また、段差Ｌ３と段差Ｌ４の寸法を異なるようにしても
よい。
【００４６】
　なお、本実施の形態に係る建物１の角部３は、整風部５の段差Ｌ３及び段差Ｌ４を段差
Ｌ５よりも大きくするために、第１の実施の形態に係る建物１の角部３に比べて、建物１
の内側に切り欠くように形成されているが、角部３を建物１の内側に切り欠くように形成
することに代えて、整風部５の凸状部分を建物１の外側に張り出すように形成してもよい
。
【００４７】
　図５（ｂ）に示す第２の実施例の整風部５では、２つの隅切り角部３２Ａ、３２Ｂは、
曲線状に隅切りしたものである。そして、整風部５は、２つの隅切り角部３２Ａ、３２Ｂ
の曲線状の外形形状に沿って曲線状に延設されている。
【００４８】
　また、２つの隅切り角部３２Ａ、３２Ｂに延設された整風部５の２つの隅切り角部３２
Ａ、３２Ｂに対する段差Ｌ６は、側壁部２に延設された整風部５の側壁部２に対する段差
Ｌ７よりも大きくなっている。本実施の形態では、整風部５の２つの隅切り角部３２Ａ、
３２Ｂに対する段差Ｌ６は、例えば、５００ｍｍとし、整風部５の側壁部２に対する段差
Ｌ７は、例えば、１００ｍｍとしたが、これらの寸法は適宜変更してもよい。
【００４９】
　以上のように、第１及び第２の実施の形態に係る建物１によれば、複数の角部３は、風
上側角部３０と、風下側角部３１と、風上側角部３０及び風下側角部３１を除く角部３に
対して建物１の高さ方向に隅切りした隅切り角部３２Ａ、３２Ｂと、を含む。
【００５０】
　そのため、建物１が、所定の方向から風Ｗを受けると、その風Ｗは、風上側角部３０に
よって２方向の風Ｗａ、Ｗｂに分流され、その分流された風Ｗａ、Ｗｂが、側壁部２に沿
って隅切り角部３２Ａ、３２Ｂ、風下側角部３１の順にそれぞれ通過して、建物１の風下
側で合流し、風Ｗｃとなる。このとき、隅切り角部３２Ａ、３２Ｂは、建物１の高さ方向
に隅切りされているため、風Ｗａ、Ｗｂが隅切り角部３２Ａ、３２Ｂから乖離しにくくな
り、風Ｗａ、Ｗｂが隅切り角部３２Ａ、３２Ｂを通過するときの空気抵抗が低減される。
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また、建物１が上記のような複数の角部３を備えるようにするために、建物１の居室空間
や建築構造が大きく制限されることもない。
【００５１】
　したがって、建物１は、居室空間や建築構造を大きく制限することなく、上記のような
複数の角部３を備えることで、建物１が平面視において流線形の形状とみなすことができ
るので、居室空間や建築構造に対する制限を緩和し、風の道を確保するとともに、風環境
を改善することができる。
【００５２】
　また、第１及び第２の実施の形態に係る建物１によれば、複数の整風部５は、側壁部２
及び角部３に対して建物１の外周方向に沿って凸状に延設されており、建物１の高さ方向
に所定の間隔で並設されたものである。そのため、建物１の高さ方向に隣接する整風部５
が、風Ｗの流れを誘導する誘導手段となるとともに、建物１の高さ方向に隣接する整風部
５の中間部分が、風Ｗの流路となるので、風Ｗが、風上側から風下側に向けて建物１の外
周方向に沿うように、すなわち、水平方向に流れることになる。したがって、建物１は、
居室空間や建築構造を大きく制限することなく、上記のような複数の整風部５を備えるこ
とで、風Ｗが風上側から風下側に向けて水平方向に流れることにより、側壁部２に沿って
吹き降ろしの風が発生することを抑制することができるので、居室空間や建築構造に対す
る制限を緩和し、風の道を確保するとともに、風環境を改善することができる。
【００５３】
　また、第２の実施の形態に係る建物１によれば、角部３に延設された整風部５の角部３
に対する段差は、側壁部２に延設された整風部５の側壁部２に対する段差よりも大きい。
そのため、角部３において、風Ｗが水平方向により流れるように誘導されるので、居室空
間や建築構造に対する制限を緩和し、風の道を確保するとともに、風環境を改善すること
ができる。
【００５４】
　また、第１及び第２の実施の形態に係る建物１によれば、整風部５は、建物１の外周方
向に垂直な断面形状として、方形状の断面形状を有する。そのため、整風部５を簡易な方
法で形成することができるので、建物１の建築コストの上昇を抑制することができる。
【００５５】
　また、第１及び第２の実施の形態に係る建物１によれば、整風部５は、整風部５の下面
５２に水切り部５３を備える。そのため、水切り部５３により整風部５に付着した雨水の
雨だれが抑制されるので、側壁部２及び角部３の汚れを防止することができる。
【００５６】
　以上、本発明の第１及び第２の実施の形態について説明したが、本発明は上記の実施の
形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で適宜変更可能で
ある。
【符号の説明】
【００５７】
１・・・建物
２・・・側壁部
３・・・角部
４・・・床部
５・・・整風部
３０・・・風上側角部
３１・・・風下側角部
３２Ａ・・・隅切り角部
３２Ｂ・・・隅切り角部
５０・・・上面
５１・・・側面
５２・・・下面
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